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よりよい練馬区の図書館をつくる会 
代表者  暉峻 淑子 様 
代表者  丸谷 博男 様 
事務局長 関 日奈子 様 
 

練馬区教育委員会     
学校教育部庶務課長    

清 水 道 夫 
 
「図書館の委託化に反対及び図書館の充実と発展に関する陳情について（回答）」についての説明要請について

の回答について 
 
貴会から、平成 17 年 6 月にいただきました、標記の要請について、下記により回答いたします。 
最初に回答がたいへん遅れましたことをお詫び申し上げます。 
なお、いただいた要請につきましては、図書館の委託に係わる詳細内容に関する部分もあり、庶務課と光が丘

図書館にて、分担して回答することとしました。また、光が丘図書館からの回答については、直接、貴会へ電話に

て連絡の上、斎藤館長が直接お会いしてお答えします。 
 

記 
（質問 P1 1）について回答します。 
教育委員会としては、この陳情につきましては、平成 17 年 9 月 27 日開催の第 12 回臨時会に最初に付託さ

れて以来、4 回ほど審議をし、既に十分な審査を行ってまいりました。ご指摘の平成 17 年 4 月 26 日開催の第 7
回臨時会に具体的な区立図書館業務委託実施計画案が出されましたので、この内容について委員会としては、

了と判断しました。従って、委託反対を本旨とする本陳情を不採択としたものです。 
 

（質問 P6 1. 4）について回答します。 
経費節減については、これまでの審議の中で、さらに当日提出された資料により十分検討されたと考えてお

ります。 
 

（質問 P6 1. 5）について回答します。 
当日提出された「区立図書館業務委託実施計画（案）」の内容は、十分「委託化・民営化の実施基準」に基づ

いております。 
 
（質問 P7 2） 
教育委員会としましては、図書館業務の一部を委託することによって、必要な財源を生み出し、資料の充実

を図っていきたいと考えております。しかしながら、本陳情は、委託化反対を前提とした陳情内容と判断し、一

括で不採択と決定しました。 
 

（質問 P8 3） 
上記同様、教育委員会としては、委託化反対を前提とした陳情内容と判断し、一括で不採択と決定しました。 
 

（質問 P8 4） 
上記同様、教育委員会としては委託化反対を前提とした陳情内容と判断し、一括で不採択と決定しました。 
 

（質問 P10 5） 
上記同様、教育委員会としては委託化反対を前提とした陳情内容と判断し、一括で不採択と決定しました。 


